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５．ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国の概要

１．国土・気候概要

　ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国はバルカン半島基部に位置する。その領土は約５万 1,000km2

で、我が国の四国と中国地方を合わせた程度の面積である。アドリア海をはさんでイタリアの反

対側に位置するが、海岸線は約10kmと短い。南西を欧州アルプスの東端を成すディナル・アル

プス、北をクロアチアとの国境を流れるサワ川、東をドリナ川により囲まれる三角形状の国土で

ある。国土の大半は急峻な山岳地により占められる事実上の内陸国である。

　気候は、アドリア海に近い地域は地中海性気候の影響下にあるが、それ以外の大部分は内陸性

の気候である。

　以下に南部のサラエボ市と北部のバニャルカ市の月平均気温、月別降水日数、月別降雪日数を

示す。両都市とも内陸に位置しており、山岳性の気候を反映している。

　年間を通じて降水日数に大きな変化はなく、降雪は 11 月から翌年の３月までである。

２．歴　史

　14世紀に成立したボスニア王国は、約100年の繁栄をみたが、15世紀に入ってオスマン・トル

コに征服され、のち約500年間その支配下にあった。以降イスラム化が進んだ。19世紀末にはボ

スニア・ヘルツェゴヴィナの行政権はオーストリア・ハンガリー帝国に移り、1878 年から 1918

年までの 40 年間その支配を受けた。その後、王政ユーゴースラヴィア期、第２次世界大戦を経

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

サラエボ 0 NA 6 10 15 19 20 20 15 10 NA NA

バニャルカ NA 3 8 13 18 21 23 23 19 12 5 NA

月平均気温

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

サラエボ 5 4 6 9 7 6 4 5 6 6 7 4

バニャルカ 4 4 7 7 7 4 5 4 3 2 3 2

月別降水日数

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

サラエボ 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3

バニャルカ 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

月別降雪日数
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て、1945 年から社会主義ユーゴースラヴィアの一員となった。1991 年旧ユーゴースラヴィアの

崩壊とともにボスニア・ヘルツェゴヴィナ国として独立したが、間もなくセルビア人非正規軍と

ボスニア政府の軍・警察部隊が激突し、内戦が本格化した。1995 年 11月、オハイオ州デイトン

市で紛争３当事者（ムスリム人、クロアチア人、セルビア人）が停戦合意に署名した（デイトン

合意）。デイトン合意に基づき、平和安定化部隊（SFOR）による治安維持、上級代表事務所（OHR）

等国際社会の影響により、統一国家の形成が進められようとしている。

３．政　治

　ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国の政体は議会共和制を基本とするが、主要３民族に配慮した特

殊な政治形態になっている。中央政府は主要３民族の代表で構成される大統領評議会が最高組織

である。３人が８か月ごとの輪番制で議長を務める。議長が国家元首に相当する。大統領評議会

の下に内閣に相当する閣僚評議会が設けられている。閣僚評議会は６大臣で構成されている。６

人の大臣は各々外務省、通商経済省、大蔵省、民生通信省、人権省、ヨーロッパ統合省を担当す

る。議会は２院制で、上院としての民族院、下院としての代議院で構成される。

　中央政府の下にエンティティ（構成部分）と呼ばれる自治行政体がある。国土をほぼ２分する

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦とスルプスカ共和国であり、各々大統領、首相、各大臣をもつ。

行政区域としては、連邦は10のカントン及び84のオプシナ（市町村）があり、共和国は64のオ

プシナがある。2000年から両エンティティの係争地となっていたブルチコ市が自治区として認め

られた。
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６．地形図整備状況

　ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国における地図の整備状況、それらを修正するための手法、各種

地図の保管状況等について、中縮尺地形図を中心に以下のとおり報告する。

１．測量・地図作成機関の概要

　ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国の中央政府には測量・地図作成のための特別な機関はなく、ボ

スニア・ヘルツェゴヴィナ連邦測地・不動産問題管理部、スルプスカ共和国測地・不動産問題管

理部、ブルチコ自治区公共記録部地籍課がそれぞれのエンティティ（構成部分）における測量・

地図作成のための機関となっている。ボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦測地・不動産問題管理部

は、法令、規則の策定と管理を行っているのみで、現業は行っていない。実際には、地図整備公

社が、連邦政府の委託を受け測量・地図の作成を行っている。

図１　１：25,000 地形図のインデックスマップ（図隔割）
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２．１：25,000 地形図の整備状況

　ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国全土の面積は約５万1,000km2（日本の中国・四国地方９県の面

積に相当）で、これを１：25,000地形図、約430面が国土全体を覆っている（日本は、約37万 km2

を約4,300面でカバー）。この地形図は、旧ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国時代に整備さ

れたもので、地形図の原版は、現在のユーゴースラヴィア連邦共和国（首都ベオグラード）政府

が所有しており、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国には、印刷された図面が残されているのみであ

る。このため、各測量・地図作成機関とも地形図の修正には苦慮しており、ボスニア・ヘルツェ

ゴヴィナ連邦においては印刷図をトレースしたものから印刷フィルムを作成することによって地

形図の修正を行っている。また、スルプスカ共和国においては、印刷図をスキャンし、画像とし

て整備している。このような状況下においては、地形図の迅速な修正が非常に困難であり、1970

年代に刊行されたまま修正が行われていない地形図が多数存在する。

３．１：25,000 地形図の精度

　地形図の作成において必要な測量精度を確保するためには、作業規程等、測量及び地図作成の

手続きや精度を規定した基準が必要不可欠であるが、今回これらを入手することはできなかった。

これは、地形図が旧ユーゴースラヴィア政府の軍により作成されたため、地形図の原版と同様、

作業規程の引き継ぎがなされなかったためである。また、原版ではなく、紙地図のトレースによ

る修正を行っているため、修正における必要な精度の確保が困難である。

　ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国においては、内戦終了後、国土の復興が進み、大規模な造成や

新規道路の建設等、土地の現況が著しく変化している。しかしながら、経年変化に対する迅速な

対応が困難なため、地形図の情報と実際の状況との不一致が数多く見られる。

４．地図の管理方法

　地図の保管状況については、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦測地・不動産問題管理部につい

てのみ報告する。庁舎内に合わせて５つの地図保管室があり、連邦内の中縮尺地形図、大縮尺地

籍図のすべてを保管している。各保管室には、地図を保管するための地図整理箱が設置してあり、

その中に印刷された図面を保管しているが、地図整理箱の傷みが激しく、適切な条件で保管され

ているとはいい難い。今後デジタル化が進んでくると、地図を管理する条件が大きく異なってく

るが、紙地図やその原版の保管に際しては、こうした地図や原版の劣化を防ぐための対策が必要

である。
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５．１：25,000 地形図の仕様

　地形図の図隔の大きさは、縦が約 55 cm、横が約 39 cmと縦長の図隔で切ってあり、日本の地

形図が横長の図隔で切ってあるのとは異なる。色数は、墨、藍、褐、緑の４色刷りで、それぞれ

の色のマスク版や注記版を加えると日本の３色８版より版数は多くなる。図式記号の区分は、非

常に細かく、例えば、宗教関連施設の記号についていうと、日本の場合、お寺と神社の２種類だ

けであるが、本地形図では、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教の寺院の区別があるほか、尖塔

の数や建物の大きさ等での区別があり、墓地についても教派によって記号が違う（なお、キリス

ト教における正教とカトリックの図式上の区別はない）。また、湿地については、アシの生息状

況と歩行が可能か不可能かによって６分類されており、非常に細かい図式記号となっている。こ

れは、この地形図が本来軍事目的の利用を前提として作成されているためで、今後、国土の基盤

としての利用を目的としたデジタル地形データ整備を行うためには、図式区分の集約、整理を検

討する必要がある。なお、今回、図式に関する資料を入手することはできたが、記号の大きさや

表示方法、取捨選択の基準を定める図式規程ではなく、図式記号の意味を解説した凡例集である。

写真－１　地図保管室内の地図整理箱

使用している楕円体
及び投影法

図隔の大きさ

色　数

表－１　ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国における１：25,000 地形図の基本的な仕様

楕円体はベッセル楕円体。投影方法は、ガウスクリューゲルによる平面直
角座標による投影を利用している。

縦：約55cm×横：約39cm

墨、藍、褐、緑の４色
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６．他の地図の整備状況、その他

　１：25,000 地形図以外の地図の整備としては、１：500～１：1,000（都市部）、１：2,500（郊

外）、１：5,000（農山村部）の地籍図の整備がある。ボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦の地図整

備公社では、旧ユーゴースラヴィア連邦時代に撮影された古い航空写真を使い、現地測量及び現

地調査により、地籍図の修正を行っている。これら大縮尺地図については、海外の援助もあり、

技術の移転や機材の導入等、デジタル化が進められている。ただし、資金的な問題から、これら

機材のメンテナンスが十分に行われておらず、故障のため稼働していない機器が存在する。

７ . 所　感

　ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国においては、国土の最新の現況を撮影した空中写真がなく、

１：25,000地形図の原版もないため、最新の地形図作成が困難な状況下にある。デジタル地形デー

タの全国的な整備は、国土の復興や開発において必要不可欠であり、早急な整備が求められてい

る。しかしながら、デジタル地形データを有効活用するためには、デジタルなデータを単なる迅

速な紙地図修正のための素材として利用するだけではなく、デジタルデータ本来の性格を生かし

た利用、例えば、地理情報システムの基盤データとしての利用等、多様な利活用を積極的に進め

ていく必要がある。このためには、整備されたデジタル地形データを広く一般に公開し、地理情

報システムの基盤データとしての普及と利用を促進していかなければならない。

　地籍図等の大縮尺地図のデジタル化は、海外の技術援助によりある程度進められており、デジ

タル化に関する技術の素養はあるが、中縮尺地図の作成に関しては、作成技術、工程等について

熟知している職員が少ない。中縮尺地形図の作成技術には、大縮尺のそれとはまた違った面もあ

るため、デジタル化に関する技術の移転のみならず、中縮尺地図作成のために必要な技術を総合

的に移転する必要がある。

表－２　図式記号の例
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７．地図に関する政府機関

１．国レベル

　現在国レベルで統一してボスニア・ヘルツェゴヴィナ国の地理情報整備を担当する機関はない。

上級代表事務所（OHR）の強い要請があり、閣僚評議会として測量担当機関の設置が議論されて

いるが、内部の意見対立のため成立に至っていない。今回の事前調査においてはボスニア・ヘル

ツェゴヴィナ国側に民生通信省、外務省、各エンティティ等から成るコーディネーティング・コ

ミッティが編成されることになっているが、カウンターパートの民生通信省は成果である地理情

報の管理・利用等の観点から本コミッティを調査終了後も存続させたいとしている。

　国としての基本的な地理情報整備計画はない。

２．ボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦

　連邦における測量・地図作成機能は連邦測地・不動産問題管理部門、地図整備公社、各カント

ン及びオプシナ（地方自治組織で、それぞれ県、市町村に相当）の地籍部門の３者に分散している。

　連邦としての基本図整備計画は有していない。

（1）測地・不動産問題管理部門

　測地・不動産問題管理部門は行政機関として法的整備を担当するとともに、地図整備公

社・各カントン及びオプシナの地籍部門を管理する。全国の地形図、地籍図の管理も行って

いる。測地・不動産問題管理部門本体は職員数18名であり、地図作製に関する現業は行って

いない。

1） 地図・航空写真の整備状況

　連邦測地・不動産問題管理部門が保有する地図は中縮尺の地形図と彼らがPLANと呼

ぶ大縮尺の地籍図との２種類である。

　地形図は、１：10,000、１：25,000 及び１：50,000の３種類であり、このうち全国を

カバーする基本図は１：25,000である。作製時期は1970年代と古いもので、その後修正

はなされていない。旧ユーゴースラヴィア時代に軍により作製された。地図の原版は今

でもベオグラードにあり、このため、地形図は必要に応じて印刷を依頼してこれを購入

している。この事情は連邦に限らず、スルプスカ共和国でも同様である。

　地籍図は、１：500、１：1,000、１：2,500 及び１：5,000 の４種類があり、各々都市

中心部、都市郊外、農村地区及び山間地により縮尺を区別している。内戦後の再定住政

策がボスニア・ヘルツェゴヴィナ国としての最優先課題の１つであることから、地籍図

の維持・管理・更新は精力的になされており、連邦としてもこのための測量、調査がカ
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ントンの業務として精力的になされている。

　航空写真は旧ユーゴースラヴィア時代（1980年）に撮影された航空写真を保有してい

る。全国の90％あまりをカバーしているが、その後の国土の変貌が激しく、地図作製の

観点からは価値の薄いものである。

2） 保有機材

　測地・不動産問題管理部門自体は地図作製の現業を行っていないことから、このため

の機材はほとんど保有していない。

　独自予算で購入したArcViewを用いて、他の機関でスキャンした地形図のデータをト

レースすることによるベクトル化を試行している。

　このほか、GPS（汎地球測位システム）受信機を国連から５台貸与され、また、ドイ

ツ技術協力公社（GTZ）の援助により１台が導入されているが、これらは各カントンで

の測量作業等で使用されている模様である。

（2）地図整備公社

　地図整備公社はかつてはバニャルカ、ベレネ及びモスタルに支所があり、ボスニア・ヘル

ツェゴヴィナ国全体を対象とする公社であったが、内戦後は連邦の公社として機能してい

る。政府予算により連邦としての地図作製業務を実施している。地図作製機器としては旧来

のアナログによる技術がほとんどでデジタル技術は有していない。連邦予算による地図作製

は、ベオグラードから購入した旧版の紙地図を人力により色分解して印刷用原版を作成し、

所有するオフセット印刷機で印刷する業務がすべてである。自力で航空写真から地形図を作

成した経験はない。

1） 業務概要

　連邦予算により、紙地図から人力による色分解を行って地形図の原版を作成する作業

が地形図関連の主たる業務である。製版カメラにより白黒フィルムを作成し、黒以外の

３色を手作業で削除するとともに水系（青）、植生（緑）、道路（褐色）をトレースして

４色の原版を作成している。国内に地形図の原版がないため、独自に印刷を行うこと、

修正を行うことを目的として実施しているものである。当初この事業では１：25,000地

形図の原版を作成していたが、予算の問題から、190面を終了した時点で１：50,000 地

形図に切り替えた。

2） 保有機材

　地図作製に係る地図整備公社の主たる保有機材は以下のとおりである。

・製版カメラ

・印刷機：PERLE Color Metal （スイス製）
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・ アナログ図化機：

ウイルド A7

カールツァイス Stereometrograph G

（3）自治体の地籍部門

　現地の測量技術者は各カントン及びオプシナの地籍調査部門に分散しており、広域な測量

の経験はない。連邦には 10 のカントンがあり、79 のオプシナがある。このうち５つのカン

トンには測量不動産部局があり、それぞれ５～10名の職員がいる。残りの５つには測量不動

産部局はない。各オプシナには測量地籍係があり、合計すると担当者は約400名になる。ス

ウェーデンの援助による地籍図デジタル化の技術移転以降独自の予算により数か所のオプシ

ナでデジタル手法による地籍管理が行われている。使用しているシステムがCADであるた

め地形図作成を行うことはできない。

（4）サラエボ大学建設学部測量学科

　サラエボ大学では建設学部測量学科において測量教育を行っている。機材としては地図作

製関係のものは全く保有していないが、５台の２波干渉測位用のGPS受信機があり、主にこ

れを用いて地上測量の実習等を行っている。５台の受信機のうち１台を用いて大学構内で連

続観測を行っている。これはヨーロッパブロックでのCERGOP project という国際測地観測

事業の一環として行われているものであるが、連日24時間の観測を行っていることから、標

定点測量及び航空写真撮影時の基準点として利用できる可能性がある。

　このように、連邦としてはアナログによる地図作製の一部工程の技術は有しているが、全体を

通して一から地形図を作成した経験はなく、また、デジタル技術は全く有していない。

３．スルプスカ共和国

　スルプスカ共和国においては連邦と異なり、共和国測地・不動産問題管理部門において中央集

権的に測量・地図作製の業務が実施されている。

（1）組　織

　共和国測地・不動産問題管理部門は局長以下850名の職員を有する。共和国首都のバニャ

ルカにある本部のほか、４つの地方支所（Regional Center）があり、各支所は傘下の市町村を

担当する。各市町村には測地・不動産問題管理部門の出先である地方事務所（Cadastral Office）

が設置されている。地方事務所は各 10 名程度の職員を擁しており、合計 60 か所である。
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　本部には以下の５つの部が設置されている

総務部

測量部

国境測量部

不動産登記部

地籍部

　測量部の１部門として GIS（地理情報システム）課があり、ここが共和国測地・不動産問

題管理部門の地図作成、管理を担当している。GIS課の事務所のみ下記ビエリナの地方支所

にある。

　４つの地方支所は以下の都市にある。

バニャルカ（Banja Luka）

ビエリナ（Bijeljina）

トレビニェ（Trebinje）

スルプスカ・サラエボ（S. Sarajevo）

（2）保有地形図・航空写真

　共和国測地・不動産問題管理部門が保有する旧版地形図は、１：25,000、１：50,000、

１：100,000 及び１：200,000 である。スルプスカ共和国全土分を保有している。ただし、連

邦と同様地形図の原版は保有していない。

　航空写真は保有していない。

（3）地形図作成関連業務（GIS 課）

　ビエリナのGIS課はスルプスカ共和国における地形図に関する業務及び地籍図のデジタル

化業務の中心である。

　地形図関連の主たる業務は、保有する地形図のデジタル画像作成である。この業務は、地

形図をスキャナで読みとることによりラスタ化し、MicroStationを用いてgeo-referenceを行

うものである。目的は原版のない地形図を複製するための原図を作成することである。ベク

トル化、構造化はなされていない。１：25,000 地形図については、共和国に関連する 287 面

すべてを完了している。デジタル化したデータを軽くするため、スキャンの密度は200dpiと

粗い。他の縮尺の地形図については未実施である。

　地籍図関連の業務は、連邦の地籍図のデジタル化である。CADソフトを用いて紙の地籍図

をなぞることによりベクトル化を行っている。連邦全体の 25％について終了している。
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（4）保有機材

　測地・不動産問題管理部門本部（地籍図関連業務に使用）

・図化機：カールツァイス Stereometrograph G

・スキャナ：TRUSCAN Select (400dpi)

・プロッタ：HP

・CAD ソフトウェア：Mapsoft（ベオグラード大学製）

・コンピューター：８台（うち１台はサーバ）

　GIS 課（地形図データ取得及び地籍図デジタル化）

・スキャナ：２台（白黒及びカラー、600dpi）

・プロッタ：HP

・ソフトウェア：

MicroStation ２ライセンス（geo-reference 用）

Mapsoft ２ライセンス（地籍図用 CAD）

GIGIT 10 ライセンス（地籍図用 CAD）

・ GPS 受信機 ６台（うち５台は国連からの貸与）

（5）長期計画

　「国土基本図整備計画」というべき独立した連邦の地理情報整備計画はないが、地籍調査

事業の一部に基準点測量、地形図のデジタル化が位置づけられている。連邦では 1997 年

から2006年の10か年計画で連邦内の地籍調査及び不動産権確認調査を実施することにし

ている。このため、年間 870 万 KM（約５億 2,000 万円）の予算を計上している。

　予算のうち 86％は連邦予算、残りの 14％はオプシナからの支出となっている。

４． ブルチコ自治区

　ブルチコ自治区には地形図作製部門はない。公共記録部の地籍課が地籍図の作製、地籍図のデ

ジタル化を試みているが、地形図の管理、複製は行っていない。国土基本図整備計画は策定され

ていない。

　公共記録部は地籍課のほか、出生・婚姻の登録を担当する公共登録課、パスポートの発行等を

行う個人文書課及び総務課の４課から成る。

　地籍課が担当する業務は地籍図の整備であり、扱っている図は１：500、１：1,000及び１：2,500

地籍図である。

　職員がトータルステーションを用いて測量を行い、この結果等に基づいて手作業で地籍図の修
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正を行っている。

　GTZ により地籍図のデジタル化の援助が行われている。概要は以下のとおりである。

　本援助は2000年に開始され、2002年に第１段階が終了した。導入機器はRTK-GPS観測用の基

地局（１台）と移動局（２台）、トータルステーション（１台）、コンピューター（３台）、A0プ

ロッタ（１台）及びベクトル化ソフト（Map sys：ルーマニア作成）である。GTZは2000年にブ

ルチコ自治区全域の航空写真撮影を行い（写真縮尺は市街部１：1,000、郊外１：2,500）、空中三

角測量をドイツ国内で行って結果のオルソフォトをCD-ROMの形でブルチコ自治区に供与した。

ブルチコ自治区ではオルソフォトを画面上でなぞることにより図化する技術が移転された。GTZ

による訓練は、10 名の職員に対してなされた。

　この援助はブルチコ自治区のみならず、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦及びスルプスカ共和

国に対してもなされている。
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８．地図に関する民間会社

１．GEODIS

1） 本社はウィーン

　総勢 250 名ほど、サラエボ支社は 10 名

2） 測量機器販売、測量業務、測量技術研修を行う。

・オーストリアにあるグループ企業（Geodis Brunn）により、航空写真撮影も行うことがで

きる。

3） 取扱製品は、

・TOPCON 社製品すべて

・RMDATA 社製品

・BENTLEY 社製品（MicroStation、CAD ソフトウェア等）

・MUTOH 社製品

・BMI 社製品

・GOECKE SCHWELM 社製品

・その他

　Intergraph 社製品も取り扱っている。

コンピューター（ハードウェア）は取り扱っていないが（必要なハードウェアのスペック

は情報提供している）システムとしてハードウェア込みの見積りを提出することはできる。

4） 連絡先

A. Andrejevica 94, 71000 Sarajevo

Tel. +387-66-156-568

Tel/Fax. +387-33-470-793

E-mail : geodis@bih.net.ba

Web page : http://www.geodis-sarajevo.com

２．GISDATA

1） 本社はザグレブ

　全社で社員 50 名以上（フルタイム社員以外を含む）

2） 業務内容

・ERDAS、ESRI、TRIMBLE の代理店

ERDAS 以外の Leica 製品（数値図化機、GPS 等）は扱っていない。

・販売、トレーニング、コンサルタント、GIS データ作成を行っている。
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3） 連絡先

Fra Andela Zvizdovica 1, UNITIC Poslovni center, toranj B/16 71000 Sarajevo

Tel. 033-295-154, 033-295-155

Fax. 033-295-154

E-mail : azer.kurtovic@gisdata.com

Web page : http://www.gisdata.com

３．GEO-GIS d.o.o.

1） ボスニア・ヘルツェゴヴィナの民間測量会社

2） 業務内容

・土木測量、地籍測量を実施

・試行的に地籍図のデジタル化も実施

・クロアチアの測量会社の下請けでデジタル技術によるクロアチアの1:25,000地形図の編集

作業を行っている。

3） 連絡先

88240 Citluk, Rudarska b.b.

Tel./Fax. +387-36-643-525

E-mail : geo_gis@tel.net.ba
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９．地図に関する他ドナーの援助状況

１．概　要

　ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国は、地形図を作製した経験がなく、地形図整備に関する他国か

らの援助はこれまでない。一方、難民帰還・再定住に伴い発生する不動産の所有権問題に対応す

るため、スウェーデン、ドイツ等の援助により、地籍調査、地籍図整備に関する技術移転、機材

供与が行われている。

２．スウェーデン

　スウェーデン国際開発協力庁（SIDA）により、地籍図のベクトル化を進めることを目的とし

て、1996～ 1998年に行われた。スルプスカ共和国及びボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦からモ

デル地域を選び、GPS（汎地球測位システム）を用いた地籍測量、地籍図のベクトル化に関する

技術移転がなされた。GPS ２台、トータルステーション４台、コンピューター 10 台、デジタイ

ザー２台、プロッター、車両、CAD ソフトウェア等が導入された。なお、コンピューター及び

CADソフトウェアは古くなったため、現在では使用されていない。

３．ドイツ

　ドイツ技術協力公社（GTZ）により、地籍図のデジタル修正を目的として、2000年度から実施

されている。ボスニア・ヘルツェゴヴィナ連邦、スルプスカ共和国及びブルチコ自治区からモデ

ル地域を選び、オルソフォトデータからコンピューターで図化を行う技術の移転を行っている。

RTK-GPS ３セット、トータルステーション３台、コンピューター９台、プロッター３台、CAD

ソフトウェア等が導入されたほか、１：1,000、１：2,500 の航空写真撮影が行われている。

４．米　国

　2001年度、上級代表事務所（OHR）より、デジタル地籍図を出力するためのプロッター、コン

ピューター、プリンター、スキャナがブルチコ自治区に供与されている。

５．日　本

　国連開発計画（UNDP）を通じて、ブルチコ自治区に地籍測量のためのトータルステーション

２台及びコンピューターを供与している。
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